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全員協議会資料 

（令和４年１１月２９日） 

（協議案件） 

⑤宮の森こども園の民営化に伴う公私連携保育所型認定

こども園の設置について

住民課子育て支援グループ
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１ 公私連携保育所型認定こども園の設置 

（１）設置までの手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村長は、公私連携型保育所を安定的に行うことができる能力を有する

法人である認められるものを、その申請に基づき公私連携保育法人として指

定することができる。（児童福祉法第５６条の８第１項） 

また、指定をしようとするときは、当該指定をしようとする法人と協定を締

結しなければならない。（児童福祉法第５６条の８第２項） 

 公私連携保育法人は、市町村長を経由し、都道府県知事に届け出ることによ

り公私連携型保育所を設置することができる。（児童福祉法第５６条の８第３

項） 

 

２ 公私連携保育法人の候補者について 

（１）選定方法 

根拠 厚真町公私連携保育法人の指定に関する要綱（令和４年告示第６

７号） 

募集方法 公募（期間：令和４年８月１０日～９月３０日） 

審査方法 公私連携保育法人選定委員会による書類審査及びプレゼンテーシ

ョン審査 

審査日 令和４年１０月２８日 

 

 

公私連携保育法人 厚真町 

北海道知事 

①協定締結 

②公私連携保育法人の指定 

③町を経由して認定こども園設置の届け出 

④設置の届け出 
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（２）候補者の概要 

法人名 社会福法人 みつわ福祉会 

代表者 理事長 大城 昌信 

【主な公職等】 

・南風原町要保護児童等対策地域協議会代表委員 

・南風原町子ども子育て会議委員 

・一般社団法人沖縄県私立保育園連盟理事 

所在地 沖縄県島尻郡南風原町字喜屋武４１６番地２ 

法人種別 社会福祉法人 

法人が運営

している教

育・保育施設 

施 設 名：みつわ保育園（定員１３６人） 

     園長 大城 昌信 

所 在：沖縄県島尻郡南風原町字喜屋武４１６番地２ 

開設年月：昭和５２年４月 

職 員 数：３７人（園長１人・副園長１人・主任保育士１人 

副主任１人・保育士２５人・栄養士１人・調理員３

人・保育補助員４人） 

事業計画・収

支 

①公私連携型保育所等の事業計画書（別添１） 

②公私連携型保育所等の収支予算書（別添２） 

 

３ 協定の締結について 

  公私連携保育所型認定こども園（以下「公私連携認定こども園」という。）

を設置するため、公私連携保育法人の候補者と次の協定を提携する。なお、協

定の締結は、公私連携認定こども園の設置に必要な設備の貸付け、譲渡にかか

る厚真町議会の議決が前提となる。 

（１）締結しようとする協定 

  公私連携保育所型認定こども園の設置及び運営に関する協定書（案） 

（別添３） 

（２）協定に定める事項 

 ① 協定の目的となる公私連携認定こども園の名称及び所在地 

  ② 保育等に関する基本的事項 
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   ③ 必要な設備の貸付け、譲渡その他の協力に関する基本的事項 

  ④ 協定の期間等 

⑤ 協定に違反した場合の措置 

⑥ その他設置及び運営に関し必要な事項 

 

４ 公私連携認定こども園の設置に必要な設備の貸付け及び無償譲渡について 

（１）貸付け及び無償譲渡の根拠 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条の８第４項の規定によ

り、市町村長は、公私連携保育法人が公私連携型保育所の設置の届出をした

際に、当該公私連携保育法人が協定に基づき公私連携型保育所における保育

等を行うために設備の整備を必要とする場合には、協定に定めるところによ

り、当該公私連携保育法人に対し、当該設備を無償又は時価よりも低い対価

で貸し付け、又は譲渡するものとされている。 

（２）貸付けしようとする設備及び内容（案） 

所在 厚真町字上厚真２５８番地７ 

貸付けする

普通財産 

①土地 ３，５５７．１０㎡ 

②建物（付帯設備含む） 木造平屋建１，１９０．２５㎡ 

貸付方法 減額貸付 

【厚真町財産条例（平成９年条例第３号）】 

 （普通財産の無償貸付又は減額貸付）※一部抜粋 

第４条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、

これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができ

る。 

（１）国等若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共

的団体（町長が別に定める特定非営利活動法人を含む。）にお

いて、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。 

貸付期間 令和６年４月１日から令和１６年３月３１日（１０年間） 
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貸付額 ２，１６０，０００円（年額） 

【算定式】 

基準園児数６０人（過去６年間の平均園児数）×単価３，００

０円（令和４年度公定価格賃貸借加算単価）×１２月 

【町の基準で算定した適正な貸付額】 

年額２５，８２１千円（建物本体 16,525千円、機械設備 4,168

千円、電気設備 4,251千円、土地 621千円、火災保険料 256千

円）（別添４） 

議会の議決 必要（地方自治法第９６条第１項） 

 

（３）譲渡しようとする設備および内容（案） 

譲渡する普

通財産 

物品（認定こども園厚真町宮の森こども園専用）（別添５） 

譲渡方法 無償譲渡 

【厚真町財産条例（平成９年条例第３号）】※一部抜粋 

 （物品の譲与又は減額譲渡） 

第６条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これ

を譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。 

（１）公益上の必要に基づき、国等若しくは他の地方公共団体

その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。 

譲渡年月日 令和６年４月１日 

譲渡の条件

等 

譲渡の相手方は、令和６年４月１日から、譲渡物品を直接管理

し、公私連携保育所型認定こども園の運営のためにのみ使用す

るものとする。 

議会の議決 必要（地方自治法第９６条第１項） 

 

５ 今後の主な予定 

日付 取組等 

１０月３１日 公私連携保育法人と仮協定締結 

１１月１４日 会計年度任用職員に対する説明会開催（以後、個別面談等を随時実施） 
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１２月 必要な議案の議会への提案（予定） 

① 厚真町こども園の設置及び特定教育・保育の実施に関する条例の一部

改正について 

② 財産の貸付けについて 

③ 財産の無償譲渡について 

１２月１６日 公私連携保育法人と協定締結 

令和５年１月 保護者への説明会 

４月１日 宮の森こども園民営化準備事業（仮称）開始 

・宮の森こども園合同保育業務（仮称）委託契約締結 

 【委託業務内容】 

 町と公私連携保育法人それぞれの職員合同により保育業務を実施し、

業務の引継ぎ、保護者等への説明及び運営体制の整備を行う。 

 


